
◎首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律
（平成一四年七月一二日法律第八三号）　　

一、提案理由（平成一四年四月一七日・衆議院国土交通委員会）

○扇国務大臣　ただいま議題となりました民間事業者の能力の活用による特定施設の整

備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備

法の一部を改正する等の法律案の提案理由につきまして御説明を申し上げます。

……………（略）……………

　次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案について申し上げ

ます。

　いわゆる工場等制限制度は、首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域における

産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備及び改善を図ることを目的に、一

定規模以上の工場や大学等の新設及び増設を制限するものであり、首都圏では昭和三十

四年、近畿圏では昭和三十九年に創設されました。

　しかしながら、制度創設から約四十年を経過した今日、製造業従業者数及び工場立地

件数の減少等の産業構造の変化、少子化の進行に伴う若年人口の減少等、社会経済情勢

が著しく変化しており、工場等制限制度は、その有効性、合理性が低下しております。

　こうした観点から、平成十三年十二月には、国土審議会において、工場等制限制度は

廃止することが適当である旨の答申が取りまとめられました。

　このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。

　次に、この法律案の概要について御説明を申し上げます。

　第一に、首都圏整備法及び近畿圏整備法につきましては、首都圏の既成市街地におけ

る工業等の制限及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する規定を削除す

る等、所要の改正を行うこととしております。

　第二に、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律及び近畿圏の既成都

市区域における工場等の制限に関する法律を廃止することとしております。

　その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うことといたしておりま

す。

　以上が、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の

一部を改正する法律案及び首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案

を提案する理由でございます。

　これらの法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほど、よろしくお願い申し

上げます。

　ありがとう存じました。

二、衆議院国土交通委員長報告（平成一四年四月二五日）

○久保哲司君　ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。



……………（略）……………

　次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案について申し上げ

ます。

　本案は、近年における首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域の産業及び人口

の集中に関する社会経済情勢の変化にかんがみ、首都圏の既成市街地における工業等の

制限及び近畿圏の既成都市区域における工場等の制限を廃止する等、所要の措置を講じ

ようとするものであります。

　本案は、去る十五日本委員会に付託され、十七日扇国土交通大臣から提案理由の説明

を聴取し、昨二十四日質疑に入りました。質疑においては、首都圏及び近畿圏における

今後の都市整備のあり方、環境保全の方策等について議論が行われました。同日質疑を

終了し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した

次第であります。

　以上、御報告申し上げます。

三、参議院国土交通委員長報告（平成一四年七月三日）

○北澤俊美君　ただいま議題となりました二法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。

……………（略）……………

　次に、首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律案は、近年の首都圏

の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域の産業及び人口の集中に関する社会経済情勢の

変化等にかんがみ、首都圏の既成市街地における工業等の制限及び近畿圏の既成都市区

域における工場等の制限を廃止しようとするものであります。

　委員会におきましては、二法律案を一括して議題とし、二法律案提出の趣旨とその背

景、港湾における廃棄物処理施設の役割、廃棄物減量化施設の採算性と今後の展望、循

環型社会の形成へ向けての課題、工場、大学等の制限制度の廃止と一極集中是正政策と

の関係、首都圏整備法等の政策体系の見直し、その他について質疑が行われましたが、

その中で、特に、工業等の制限を廃止した場合に、首都圏等の周辺地域に与える影響に

ついての懸念が表明されました。これらの詳細は会議録によって御承知願います。

　質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して富樫委員より、民間

事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する

法律案に反対する旨の意見が述べられました。

　次いで、順次採決の結果、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関

する臨時措置法の一部を改正する法律案は多数をもって、首都圏整備法及び近畿圏整備

法の一部を改正する等の法律案は全会一致をもって、いずれも原案どおり可決すべきも

のと決定をいたしました。

　以上、御報告申し上げます。


